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「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」の一部改正について 

 

 

日頃より、血液行政の推進に御協力いただき御礼申し上げます。 

血液製剤等に関する遡及調査については、「血液製剤等に係る遡及調査ガイド

ライン」の一部改正について（平成 30年３月 22日付薬生発第 0322第３号厚生

労働省医薬・生活衛生局長通知）の別添「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライ

ン」により示してきたところです。 

今般、下記のとおり「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」の一部を改正

し、別添のとおりとしたので、下記について御了知の上、貴管内関係機関に対す

る周知等、特段の御配慮をお願いいたします。 

 

 

記 

１．改正の内容 

「『輸血療法の実施に関する指針』の一部改正について」（令和２年３月 31

日付け薬生発第 0331 第 31 号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知）により、

｢輸血療法の実施に関する指針｣の一部が改正されたことに伴い、「血液製剤等

に係る遡及調査ガイドライン」における当該指針の引用部分について必要な記

載の整備を行うものである。 

 

２．施行日 

本通知は、令和２年３月 31日から適用する。  


